
 

上場商品デリバティブ清算業務における清算基金の計算方法の一部見直し等に伴う 
「清算基金所要額に関する規則」等の一部改正について 

 
 
 

I. 改正趣旨 

上場商品デリバティブ清算業務における清算基金の計算方法の一部見直しに伴い、証券取引等

清算業務に関する「清算基金所要額に関する規則」及び「商品取引債務引受業に関する清算基金

所要額に関する規則」等について、別紙のとおり所要の改正を行う。 

 

 

II. 改正概要 （備  考） 

１. 上場商品デリバティブ清算業務における清算基金の按分方式の

見直し 

 

 清算資格ごとの清算基金所要額（個社分）の算出にあたり、清

算基金所要額（全社分）を各清算参加者へ按分する際の比率つ

いて、現在の方式である各清算参加者の取引証拠金所要相当額

に基づく比率に加え、各清算参加者の担保超過リスク相当額に

基づく比率を加味する。 

 証券取引等清算業務

に関する清算基金所

要額に関する規則別

表及び商品取引債務

引受業に関する清算

基金所要額に関する

規則別表 

  

２. 東証マザーズ指数先物取引の名称変更  

 「東証マザーズ指数先物取引」の名称を「東証グロース市場２

５０指数先物取引」に変更する。 

 手数料に関する規則

別表 

  

３. その他  

 その他所要の改正を行う。  

  

 

III.   施行日 

１．２０２３年１１月６日から施行する。 

２．前１．にかかわらず、Ⅱ．１．については、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を

行うために必要な当社又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合

その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める

場合には、２０２３年１１月６日以後の当社が定める日から施行する。 

 

以 上 
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清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

 

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

１．現物清算資格に係る清算基金所要額（以下

「現物清算基金所要額」という。） 

現物清算基金所要額は、次に定める計算式

により算出される額とする。ただし、当該額が

１，０００万円を下回る場合は、１，０００万

円とする。なお、計算式における用語の意義

は、次のａからｃまでに定めるとおりとする。 

 

現物清算基金所要額 

＝現物清算基金総額×個社按分基礎当初証拠金

所要額／全社総額按分基礎当初証拠金所要額 

 

ａ 現物清算基金総額とは、日次最大担保超

過リスク額の算出対象期間（現物等清算基

金所要額算出基準日からさかのぼって６か

月間をいう。第８項において同じ。）にお

ける平均額をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

２．国債先物等清算資格に係る清算基金所要額

（以下「国債先物等清算基金所要額」という。） 

国債先物等清算基金所要額は、次に定める

計算式により算出される額とする。ただし、当

該額が１，０００万円を下回る場合は、１，０

００万円とする。なお、計算式における用語の

意義は、次のａからｃまでに定めるとおりと

する。 

 

国債先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＪＧＢのいずれか

大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＪＧＢ／按

分基礎ＩＭ総額ＪＧＢ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢとは、日次最

１．現物清算資格に係る清算基金所要額（以下

「現物清算基金所要額」という。） 

現物清算基金所要額は、次に定める計算式

により算出される額とする。ただし、当該額が

１，０００万円を下回る場合は、１，０００万

円とする。なお、計算式における用語の意義

は、次のａからｃまでに定めるとおりとする。 

 

現物清算基金所要額 

＝現物清算基金総額×個社按分基礎当初証拠金

所要額／全社総額按分基礎当初証拠金所要額 

 

ａ 現物清算基金総額とは、日次最大担保超

過リスク額の算出対象期間（現物等清算基

金所要額算出基準日からさかのぼって６か

月間をいう。第４項において同じ。）にお

ける平均額をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

２．国債先物等清算資格に係る清算基金所要額

（以下「国債先物等清算基金所要額」という。） 

国債先物等清算基金所要額は、次に定める

計算式により算出される額とする。ただし、当

該額が１，０００万円を下回る場合は、１，０

００万円とする。なお、計算式における用語の

意義は、次のａからｃまでに定めるとおりと

する。 

 

国債先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＪＧＢのいずれか

大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＪＧＢ／按

分基礎ＩＭ総額ＪＧＢ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢとは、日次最



 

2 

大基準ＰＭＬ額ＪＧＢの算出対象期間（先

物・オプション清算基金所要額算出基準日

からさかのぼって６か月間をいう。次項か

ら第７項までにおいて同じ。）における平

均値をいう。 

（注１）～（注１－１－２） （略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

３． （略） 

大基準ＰＭＬ額ＪＧＢの算出対象期間（先

物・オプション清算基金所要額算出基準日

からさかのぼって６か月間をいう。次項に

おいて同じ。）における平均値をいう。 

 

（注１）～（注１－１－２） （略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

３． （略） 

 

４．貴金属先物等清算資格に係る清算基金所要

額（以下「貴金属先物等清算基金所要額」とい

う。） 

貴金属先物等清算基金所要額は、次に定め

る計算式により算出される額とする。ただし、

当該額が１，０００万円を下回る場合は、１，

０００万円とする。なお、計算式における用語

の意義は、次のａからｅまでに定めるとおり

とする。 

 

４．貴金属先物等清算資格に係る清算基金所要

額（以下「貴金属先物等清算基金所要額」とい

う。） 

貴金属先物等清算基金所要額は、次に定め

る計算式により算出される額とする。ただし、

当該額が１，０００万円を下回る場合は、１，

０００万円とする。なお、計算式における用語

の意義は、次のａからｃまでに定めるとおり

とする。 

 

貴金属先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＰＭＥ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＰＭＥのいずれか

大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額ＰＭＥ／

按分基礎ＩＭ総額ＰＭＥ×０．５＋個社按分基礎

ＰＭＬ額ＰＭＥ／按分基礎ＰＭＬ総額ＰＭＥ×０．

５） 

 

 

貴金属先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＰＭＥ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＰＭＥのいずれか

大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＰＭＥ／按

分基礎ＩＭ総額ＰＭＥ 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＰＭＥとは、日次

最大基準ＰＭＬ額ＰＭＥの算出対象期間に

おける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＰＭＥとは、

貴金属先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関

して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から貴金属先物等清

算資格に係る取引証拠金所要相当額（先

物・オプション取引に係る取引証拠金等

に関する規則第９条の２第１項に規定す

る取引証拠金の事前割増額を除く。）を控

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＰＭＥとは、日次

最大基準ＰＭＬ額ＰＭＥの算出対象期間に

おける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＰＭＥとは、

貴金属先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関

して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から貴金属先物等清

算資格に係る取引証拠金所要相当額（先

物・オプション取引に係る取引証拠金等

に関する規則第９条の２第１項に規定す

る取引証拠金の事前割増額を除く。）を控
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除した額（当該各区分口座のうち業務方

法書第４６条の３第１号に規定する区分

口座以外の区分口座にあっては、正の額

に限る。）を合計した額をいう。ｄにおい

て同じ。 

ｂ・ｃ （略） 

除した額（当該各区分口座のうち業務方

法書第４６条の３第１号に規定する区分

口座以外の区分口座にあっては、正の額

に限る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＰＭＥとは、各清算参

加者の、先物・オプション清算基金所要額算

出基準日からさかのぼって１か月間の各取

引日の各ストレスシナリオにおける基準Ｐ

ＭＬ額ＰＭＥの最大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＰＭＥとは、前ｄの個社

按分基礎ＰＭＬ額ＰＭＥを、すべての貴金属先

物等清算参加者について合算した額をい

う。 

（新設） 

  

５．ゴム先物等清算資格に係る清算基金所要額

（以下「ゴム先物等清算基金所要額」という。） 

ゴム先物等清算基金所要額は、次に定める

計算式により算出される額とする。なお、計算

式における用語の意義は、次のａからｅまで

に定めるとおりとする。 

５．ゴム先物等清算資格に係る清算基金所要額

（以下「ゴム先物等清算基金所要額」という。） 

ゴム先物等清算基金所要額は、次に定める

計算式により算出される額とする。なお、計算

式における用語の意義は、次のａからｃまで

に定めるとおりとする。 

 

ゴム先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＲＵＢ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＲＵＢのいずれか

大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額ＲＵＢ／

按分基礎ＩＭ総額ＲＵＢ×０．５＋個社按分基礎

ＰＭＬ額ＲＵＢ／按分基礎ＰＭＬ総額ＲＵＢ×０．

５） 

 

 

ゴム先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＲＵＢ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＲＵＢのいずれか

大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＲＵＢ／按

分基礎ＩＭ総額ＲＵＢ 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＲＵＢとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＲＵＢの算出対象期間における

平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＲＵＢとは、

ゴム先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関

して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額からゴム先物等清算

資格に係る取引証拠金所要相当額（先物・

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＲＵＢとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＲＵＢの算出対象期間における

平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＲＵＢとは、

ゴム先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関

して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額からゴム先物等清算

資格に係る取引証拠金所要相当額（先物・
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オプション取引に係る取引証拠金等に関

する規則第９条の２第１項に規定する取

引証拠金の事前割増額を除く。）を控除し

た額（当該各区分口座のうち業務方法書

第４６条の３第１号に規定する区分口座

以外の区分口座にあっては、正の額に限

る。）を合計した額をいう。ｄにおいて同

じ。 

ｂ・ｃ （略） 

オプション取引に係る取引証拠金等に関

する規則第９条の２第１項に規定する取

引証拠金の事前割増額を除く。）を控除し

た額（当該各区分口座のうち業務方法書

第４６条の３第１号に規定する区分口座

以外の区分口座にあっては、正の額に限

る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＲＵＢとは、各清算参

加者の、先物・オプション清算基金所要額算

出基準日からさかのぼって１か月間の各取

引日の各ストレスシナリオにおける基準Ｐ

ＭＬ額ＲＵＢの最大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＲＵＢとは、前ｄの個社

按分基礎ＰＭＬ額ＲＵＢを、すべてのゴム先物

等清算参加者について合算した額をいう。 

（新設） 

  

６．農産物先物等清算資格に係る清算基金所要

額（以下「農産物先物等清算基金所要額」とい

う。） 

農産物先物等清算基金所要額は、次に定め

る計算式により算出される額とする。なお、計

算式における用語の意義は、次のａからｅま

でに定めるとおりとする。 

６．農産物先物等清算資格に係る清算基金所要

額（以下「農産物先物等清算基金所要額」とい

う。） 

農産物先物等清算基金所要額は、次に定め

る計算式により算出される額とする。なお、計

算式における用語の意義は、次のａからｃま

でに定めるとおりとする。 

 

農産物先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＡＧＲ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＡＧＲのいずれか

大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額ＡＧＲ／

按分基礎ＩＭ総額ＡＧＲ×０．５＋個社按分基礎

ＰＭＬ額ＡＧＲ／按分基礎ＰＭＬ総額ＡＧＲ×０．

５） 

 

 

農産物先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＡＧＲ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＡＧＲのいずれか

大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＡＧＲ／按

分基礎ＩＭ総額ＡＧＲ 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＡＧＲとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＡＧＲの算出対象期間における

平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＡＧＲとは、

農産物先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＡＧＲとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＡＧＲの算出対象期間における

平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＡＧＲとは、

農産物先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関
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して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から農産物先物等清

算資格に係る取引証拠金所要相当額（先

物・オプション取引に係る取引証拠金等

に関する規則第９条の２第１項に規定す

る取引証拠金の事前割増額を除く。）を控

除した額（当該各区分口座のうち業務方

法書第４６条の３第１号に規定する区分

口座以外の区分口座にあっては、正の額

に限る。）を合計した額をいう。ｄにおい

て同じ。 

ｂ・ｃ （略） 

して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から農産物先物等清

算資格に係る取引証拠金所要相当額（先

物・オプション取引に係る取引証拠金等

に関する規則第９条の２第１項に規定す

る取引証拠金の事前割増額を除く。）を控

除した額（当該各区分口座のうち業務方

法書第４６条の３第１号に規定する区分

口座以外の区分口座にあっては、正の額

に限る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＡＧＲとは、各清算参

加者の、先物・オプション清算基金所要額算

出基準日からさかのぼって１か月間の各取

引日の各ストレスシナリオにおける基準Ｐ

ＭＬ額ＡＧＲの最大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＡＧＲとは、前ｄの個社

按分基礎ＰＭＬ額ＡＧＲを、すべての農産物先

物等清算参加者について合算した額をい

う。 

（新設） 

  

７．原油先物等清算資格に係る清算基金所要額

（以下「原油先物等清算基金所要額」という。） 

原油先物等清算基金所要額は、次に定める

計算式により算出される額とする。なお、計算

式における用語の意義は、次のａからｅまで

に定めるとおりとする。 

７．原油先物等清算資格に係る清算基金所要額

（以下「原油先物等清算基金所要額」という。） 

原油先物等清算基金所要額は、次に定める

計算式により算出される額とする。なお、計算

式における用語の意義は、次のａからｃまで

に定めるとおりとする。 

 

原油先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＰＴＬ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＰＴＬのいずれか

大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額ＰＴＬ／

按分基礎ＩＭ総額ＰＴＬ×０．５＋個社按分基礎

ＰＭＬ額ＰＴＬ／按分基礎ＰＭＬ総額ＰＴＬ×０．

５） 

 

 

原油先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＰＴＬ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＰＴＬのいずれか

大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＰＴＬ／按

分基礎ＩＭ総額ＰＴＬ 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＰＴＬとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＰＴＬの算出対象期間における

平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＰＴＬとは、

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＰＴＬとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＰＴＬの算出対象期間における

平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＰＴＬとは、
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原油先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関

して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から原油先物等清算

資格に係る取引証拠金所要相当額（先物・

オプション取引に係る取引証拠金等に関

する規則第９条の２第１項に規定する取

引証拠金の事前割増額を除く。）を控除し

た額（当該各区分口座のうち業務方法書

第４６条の３第１号に規定する区分口座

以外の区分口座にあっては、正の額に限

る。）を合計した額をいう。ｄにおいて同

じ。 

ｂ・ｃ （略） 

原油先物等清算資格に係る各区分口座

（業務方法書第４６条の３及び第４６条

の４に規定する各区分口座をいう。）に関

して、ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から原油先物等清算

資格に係る取引証拠金所要相当額（先物・

オプション取引に係る取引証拠金等に関

する規則第９条の２第１項に規定する取

引証拠金の事前割増額を除く。）を控除し

た額（当該各区分口座のうち業務方法書

第４６条の３第１号に規定する区分口座

以外の区分口座にあっては、正の額に限

る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＰＴＬとは、各清算参

加者の、先物・オプション清算基金所要額算

出基準日からさかのぼって１か月間の各取

引日の各ストレスシナリオにおける基準Ｐ

ＭＬ額ＰＴＬの最大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＰＴＬとは、前ｄの個社

按分基礎ＰＭＬ額ＰＴＬを、すべての原油先物

等清算参加者について合算した額をいう。 

（新設） 

  

８． （略） ８． （略） 

  

  

令和２年７月２７日改正付則  

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 改正後の別表４．から別表６．の規定にかか

わらず、貴金属先物等清算基金所要額、ゴム先

物等清算基金所要額又は農産物先物等清算基

金所要額の算出においては、当分の間、期間平

均基準ＰＭＬ額から、清算資格の種類ごとに

業務方法書第７８条第４項に規定する第三者

により受領する金銭として当社が定める額及

び清算資格の種類ごとに同条第５項に規定す

る当社の商品先物等決済保証準備金として当

社が定める額（以下この項において「商品先物

等決済保証準備金等」という。）を控除した額

を、期間平均基準ＰＭＬ額と、算出基準日にお

ける日次最大基準ＰＭＬ額から、商品先物等

５ 改正後の別表４．から別表６．の規定にかか

わらず、貴金属先物等清算基金所要額、ゴム先

物等清算基金所要額又は農産物先物等清算基

金所要額の算出においては、当分の間、期間平

均基準ＰＭＬ額から、清算資格の種類ごとに

業務方法書第７８条第４項に規定する第三者

により受領する金銭として当社が定める額及

び清算資格の種類ごとに同条第５項に規定す

る当社の商品先物等決済保証準備金として当

社が定める額を控除した額を、期間平均基準

ＰＭＬ額とみなして算出を行うものとする。 
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決済保証準備金等を控除した額を、算出基準

日における日次最大基準ＰＭＬ額と、それぞ

れみなして算出を行うものとする。 

６・７ （略） ６・７ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和５年１１月６日から

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和５年１１月６日

以後の当社が定める日から施行する。 
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手数料に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

別表 別表 

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率 清算手数料の算出の基準及び清算手数料率 

１ （略） １ （略） 

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第６号 

の３までに掲げる取引に係る清算手数料の算 

出の基準及び清算手数料率は、次のとおりとす

る。 

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第６号 

の３までに掲げる取引に係る清算手数料の算 

出の基準及び清算手数料率は、次のとおりとす

る。 
 

清算対象取引の区分 

算

出

の

基

準 

清算手数料率 

（略） 

業務方

法書第

３条第

２項第

５号に

掲げる

指数先

物取引 

（略） 

東証株価指

数先物取引

（Ｍｉｎｉ

取引）、東証

グ ロ ー ス 

市場２５０

指数先物取

引、ＴＯＰ

ＩＸ Ｃｏ

ｒｅ３０先

物取引及び

東証ＲＥＩ

Ｔ指数先物

取引  

（注１) 

（略） 

（略） 

（略） 

 

清算対象取引の区分 

算

出

の

基

準 

清算手数料率 

（略） 

業務方

法書第

３条第

２項第

５号に

掲げる

指数先

物取引 

（略） 

東証株価指

数先物取引

（Ｍｉｎｉ

取引）、東証

マザーズ指

数 先 物 取

引、ＴＯＰ

ＩＸ Ｃｏ

ｒｅ３０先

物取引及び

東証ＲＥＩ

Ｔ指数先物

取引  

（注１) 

（略） 

（略） 

（略） 

（注１）～（注６） （略） 

 

（注１）～（注６） （略） 

 

  

付  則  

この改正規定は、令和５年１１月６日から施行

する。 
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商品取引債務引受業に関する清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

 

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

１．エネルギー先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「エネルギー先物等清算基金所

要額」という。） 

エネルギー先物等清算基金所要額は、次に

定める計算式により算出される額とする。た

だし、当該額が１，０００万円を下回る場合

は、１，０００万円とする。なお、計算式に

おける用語の意義は、次のａからｅまでに定

めるとおりとする。 

１．エネルギー先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「エネルギー先物等清算基金所

要額」という。） 

エネルギー先物等清算基金所要額は、次に

定める計算式により算出される額とする。た

だし、当該額が１，０００万円を下回る場合

は、１，０００万円とする。なお、計算式に

おける用語の意義は、次のａからｃまでに定

めるとおりとする。 

 

エネルギー先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＥＮＧ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＥＮＧのいずれか

大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額ＥＮＧ／

按分基礎ＩＭ総額ＥＮＧ×０．５＋個社按分基礎

ＰＭＬ額ＥＮＧ／按分基礎ＰＭＬ総額ＥＮＧ×０．

５） 

 

 

エネルギー先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＥＮＧ又は算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額ＥＮＧのいずれか

大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＥＮＧ／按

分基礎ＩＭ総額ＥＮＧ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＥＮＧの算出対象期間（清算基金

所要額算出基準日からさかのぼって６か月

間をいう。次項から第４項までにおいて同

じ。）における平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、

エネルギー先物等清算資格に係る各区分

口座（商品取引債務引受業に関する業務方

法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシ

ナリオの下で未決済約定から生じる損失

額からエネルギー先物等清算資格に係る

取引証拠金所要相当額（商品取引債務引受

業に係る取引証拠金等に関する規則第１

２条の２第１項に規定する取引証拠金の

事前割増額を除く。）を控除した額（当該各

区分口座のうち同第５３条第１号に規定

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、日次最大

基準ＰＭＬ額ＥＮＧの算出対象期間における

平均値をいう。 

 

 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、

エネルギー先物等清算資格に係る各区分

口座（商品取引債務引受業に関する業務方

法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシ

ナリオの下で未決済約定から生じる損失

額からエネルギー先物等清算資格に係る

取引証拠金所要相当額（商品取引債務引受

業に係る取引証拠金等に関する規則第１

２条の２第１項に規定する取引証拠金の

事前割増額を除く。）を控除した額（当該各

区分口座のうち同第５３条第１号に規定
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する区分口座以外の区分口座にあっては、

正の額に限る。）を合計した額をいう。ｄに

おいて同じ。 

ｂ・ｃ （略） 

する区分口座以外の区分口座にあっては、

正の額に限る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＥＮＧとは、各清算参

加者の、清算基金所要額算出基準日からさ

かのぼって１か月間の各取引日の各ストレ

スシナリオにおける基準ＰＭＬ額ＥＮＧの最

大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＥＮＧとは、前ｄの個社

按分基礎ＰＭＬ額ＥＮＧを、すべてのエネルギ

ー先物等清算参加者について合算した額を

いう。 

（新設） 

  

２．堂島農産物先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「堂島農産物先物等清算基金所要

額」という。） 

堂島農産物先物等清算基金所要額は、次に

定める計算式により算出される額とする。な

お、計算式における用語の意義は、次のａから

ｅまでに定めるとおりとする。 

２．堂島農産物先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「堂島農産物先物等清算基金所要

額」という。） 

堂島農産物先物等清算基金所要額は、次に

定める計算式により算出される額とする。な

お、計算式における用語の意義は、次のａから

ｃまでに定めるとおりとする。 

 

堂島農産物先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲ又は算出基準日

における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲのいず

れか大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額Ｄ

ＡＧＲ／按分基礎ＩＭ総額ＤＡＧＲ×０．５＋個社

按分基礎ＰＭＬ額ＤＡＧＲ／按分基礎ＰＭＬ総

額ＤＡＧＲ×０．５） 

 

 

堂島農産物先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲ又は算出基準日

における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲのいず

れか大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＤＡ

ＧＲ／按分基礎ＩＭ総額ＤＡＧＲ 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、日次最

大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲの算出対象期間にお

ける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、

堂島農産物先物等清算資格に係る各区分

口座（商品取引債務引受業に関する業務方

法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシ

ナリオの下で未決済約定から生じる損失

額から堂島農産物先物等清算資格に係る

取引証拠金所要相当額を控除した額（当該

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、日次最

大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲの算出対象期間にお

ける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、

堂島農産物先物等清算資格に係る各区分

口座（商品取引債務引受業に関する業務方

法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシ

ナリオの下で未決済約定から生じる損失

額から堂島農産物先物等清算資格に係る

取引証拠金所要相当額を控除した額（当該
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各区分口座のうち同第５３条第１号に規

定する区分口座以外の区分口座にあって

は、正の額に限る。）を合計した額をいう。

ｄにおいて同じ。 

ｂ・ｃ （略） 

各区分口座のうち同第５３条第１号に規

定する区分口座以外の区分口座にあって

は、正の額に限る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、各清算

参加者の、清算基金所要額算出基準日から

さかのぼって１か月間の各取引日の各スト

レスシナリオにおける基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲ

の最大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＤＡＧＲとは、前ｄの個

社按分基礎ＰＭＬ額ＤＡＧＲを、すべての堂島

農産物先物等清算参加者について合算した

額をいう。 

（新設） 

  

３．堂島砂糖先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「堂島砂糖先物等清算基金所要額」

という。） 

堂島砂糖先物等清算基金所要額は、次に定

める計算式により算出される額とする。なお、

計算式における用語の意義は、次のａからｅ

までに定めるとおりとする。 

３．堂島砂糖先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「堂島砂糖先物等清算基金所要額」

という。） 

堂島砂糖先物等清算基金所要額は、次に定

める計算式により算出される額とする。なお、

計算式における用語の意義は、次のａからｃ

までに定めるとおりとする。 

 

堂島砂糖先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲ又は算出基準日

における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲのいず

れか大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額Ｄ

ＳＧＲ／按分基礎ＩＭ総額ＤＳＧＲ×０．５＋個社

按分基礎ＰＭＬ額ＤＳＧＲ／按分基礎ＰＭＬ総

額ＤＳＧＲ×０．５） 

 

 

堂島砂糖先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲ又は算出基準日

における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲのいず

れか大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＤＳ

ＧＲ／按分基礎ＩＭ総額ＤＳＧＲ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、日次最

大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲの算出対象期間にお

ける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、

堂島砂糖先物等清算資格に係る各区分口

座（商品取引債務引受業に関する業務方法

書第５３条及び同第５４条に規定する各

区分口座をいう。）に関して、ストレスシナ

リオの下で未決済約定から生じる損失額

から堂島砂糖先物等清算資格に係る取引

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、日次最

大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲの算出対象期間にお

ける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、

堂島砂糖先物等清算資格に係る各区分口

座（商品取引債務引受業に関する業務方法

書第５３条及び同第５４条に規定する各

区分口座をいう。）に関して、ストレスシナ

リオの下で未決済約定から生じる損失額

から堂島砂糖先物等清算資格に係る取引
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証拠金所要相当額を控除した額（当該各区

分口座のうち同第５３条第１号に規定す

る区分口座以外の区分口座にあっては、正

の額に限る。）を合計した額をいう。ｄにお

いて同じ。 

ｂ・ｃ （略） 

証拠金所要相当額を控除した額（当該各区

分口座のうち同第５３条第１号に規定す

る区分口座以外の区分口座にあっては、正

の額に限る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、各清算

参加者の、清算基金所要額算出基準日から

さかのぼって１か月間の各取引日の各スト

レスシナリオにおける基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲ

の最大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＤＳＧＲとは、前ｄの個

社按分基礎ＰＭＬ額ＤＳＧＲを、すべての堂島

砂糖先物等清算参加者について合算した額

をいう。 

（新設） 

  

４．堂島貴金属先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「堂島貴金属先物等清算基金所要

額」という。） 

堂島貴金属先物等清算基金所要額は、次に

定める計算式により算出される額とする。な

お、計算式における用語の意義は、次のａから

ｅまでに定めるとおりとする。 

４．堂島貴金属先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「堂島貴金属先物等清算基金所要

額」という。） 

堂島貴金属先物等清算基金所要額は、次に

定める計算式により算出される額とする。な

お、計算式における用語の意義は、次のａから

ｃまでに定めるとおりとする。 

 

堂島貴金属先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥ又は算出基準日

における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥのいず

れか大きい方の値）×（個社按分基礎ＩＭ額Ｄ

ＰＭＥ／按分基礎ＩＭ総額ＤＰＭＥ×０．５＋個社

按分基礎ＰＭＬ額ＤＰＭＥ／按分基礎ＰＭＬ総

額ＤＰＭＥ×０．５） 

 

 

堂島貴金属先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥ又は算出基準日

における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥのいず

れか大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＤＰ

ＭＥ／按分基礎ＩＭ総額ＤＰＭＥ 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥとは、日次最

大基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥの算出対象期間にお

ける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥとは、

堂島貴金属先物等清算資格に係る各区分

口座（商品取引債務引受業に関する業務方

法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシ

ナリオの下で未決済約定から生じる損失

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥとは、日次最

大基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥの算出対象期間にお

ける平均値をいう。 

（注１）・（注１－１） （略） 

（注１－１－１） 基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥとは、

堂島貴金属先物等清算資格に係る各区分

口座（商品取引債務引受業に関する業務方

法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシ

ナリオの下で未決済約定から生じる損失
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額から堂島貴金属先物等清算資格に係る

取引証拠金所要相当額を控除した額（当該

各区分口座のうち同第５３条第１号に規

定する区分口座以外の区分口座にあって

は、正の額に限る。）を合計した額をいう。

ｄにおいて同じ。 

ｂ・ｃ （略） 

額から堂島貴金属先物等清算資格に係る

取引証拠金所要相当額を控除した額（当該

各区分口座のうち同第５３条第１号に規

定する区分口座以外の区分口座にあって

は、正の額に限る。）を合計した額をいう。 

 

ｂ・ｃ （略） 

ｄ 個社按分基礎ＰＭＬ額ＤＰＭＥとは、各清算

参加者の、清算基金所要額算出基準日から

さかのぼって１か月間の各取引日の各スト

レスシナリオにおける基準ＰＭＬ額ＤＰＭＥ

の最大値の平均額をいう。 

（新設） 

ｅ 按分基礎ＰＭＬ総額ＤＰＭＥとは、前ｄの個

社按分基礎ＰＭＬ額ＤＰＭＥを、すべての堂島

貴金属先物等清算参加者について合算した

額をいう。 

（新設） 

  

  

令和２年７月２７日制定付則  

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 別表の規定にかかわらず、エネルギー先物

等清算基金所要額、堂島農産物先物等清算基

金所要額又は堂島砂糖先物等清算基金所要額

の算出においては、当分の間、期間平均基準Ｐ

ＭＬ額から、商品取引清算資格の種類ごとに

商品取引債務引受業に関する業務方法書第８

１条第４項に規定する第三者により受領する

金銭として当社が定める額及び商品取引清算

資格の種類ごとに同条第５項に規定する当社

の商品先物等決済保証準備金として当社が定

める額（以下この項において「商品先物等決済

保証準備金等」という。）を控除した額を、期

間平均基準ＰＭＬ額と、算出基準日における

日次最大基準ＰＭＬ額から、商品先物等決済

保証準備金等を控除した額を、算出基準日に

おける日次最大基準ＰＭＬ額と、それぞれみ

なして算出を行うものとする。 

５ 別表の規定にかかわらず、エネルギー先物

等清算基金所要額、堂島農産物先物等清算基

金所要額又は堂島砂糖先物等清算基金所要額

の算出においては、当分の間、期間平均基準Ｐ

ＭＬ額から、商品取引清算資格の種類ごとに

商品取引債務引受業に関する業務方法書第８

１条第４項に規定する第三者により受領する

金銭として当社が定める額及び商品取引清算

資格の種類ごとに同第８１条第５項に規定す

る当社の商品先物等決済保証準備金として当

社が定める額を控除した額を、期間平均基準

ＰＭＬ額とみなして算出を行うものとする。 

６ （略） ６ （略） 

  

  

令和５年３月２７日改正付則  

１ （略） １ （略） 
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２ 別表の規定にかかわらず、堂島貴金属先物

等清算基金所要額の算出においては、当分の

間、期間平均基準ＰＭＬ額から、商品取引清算

資格の種類ごとに商品取引債務引受業に関す

る業務方法書第８１条第４項に規定する第三

者により受領する金銭として当社が定める額

及び商品取引清算資格の種類ごとに同条第５

項に規定する当社の商品先物等決済保証準備

金として当社が定める額（以下この項におい

て「商品先物等決済保証準備金等」という。）

を控除した額を、期間平均基準ＰＭＬ額と、算

出基準日における日次最大基準ＰＭＬ額か

ら、商品先物等決済保証準備金等を控除した

額を、算出基準日における日次最大基準ＰＭ

Ｌ額と、それぞれみなして算出を行うものと

する。 

２ 別表の規定にかかわらず、堂島貴金属先物

等清算基金所要額の算出においては、当分の

間、期間平均基準ＰＭＬ額から、商品取引清算

資格の種類ごとに商品取引債務引受業に関す

る業務方法書第８１条第４項に規定する第三

者により受領する金銭として当社が定める額

及び商品取引清算資格の種類ごとに同条第５

項に規定する当社の商品先物等決済保証準備

金として当社が定める額を控除した額を、期

間平均基準ＰＭＬ額とみなして算出を行うも

のとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和５年１１月６日から

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和５年１１月６日

以後の当社が定める日から施行する。 

 

  

 


